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　　生徒も　 保護者も　 教職員も   挑戦！  

　　　　　　～　イノベーションを起こせ大作戦   未来への第一歩　～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南中生の10年後の活躍を思い描いて

 

 

　　　　　　　自転車の乗り方について！ 

 

 

　このところ、地域の方から南中生の自転車の乗り

方についてご指導をいただく機会が増えています。 

　いただいたご意見としては、『道幅いっぱいに広がっ

て走行している』こと、『「止まれ」で停止せず危うくぶ

つかりそうになった』こと、『ヘルメットを着用してい

ない生徒がいる』ことなどです。 

　本校では、自転車通学を「交通ルールを守り、安全に登下校すること」を前提に認めて

います。自分の命を守るためにも、今一度、自分の運転を振り返り、ルールを守って安全

 運転の徹底をお願いします。

　また、伊勢崎警察署の方に来校いただき、１４日には３年生、２６日には１・２年生を

対象に交通安全に関する講話を行っていただきました。特に３年生には、道路交通法改正

について詳しい説明があり、４月１日から１６歳以上の自転車利用者にも交通違反の反則

 金が適用されることが伝えられました。

 　主な違反と反則金の例は以下の通りです

 　　・携帯電話を使用しながら自転車を運転する行為　→　１２０００円

 　　・自転車で信号無視をする行為　→　６０００円

 　　・一時停止をしないで交差点に進入する行為　→　５０００円

 　　・傘差し運転やイヤホンで周囲の音が聞こえない状態で運転する　→　５０００円

 

  しかし大切なのは、「罰則があるから守る」ということではなく、南中生一人一人が、
自分と周囲の大切な命を守るために交通ルールを守ることです。 

　ぜひご家庭でも声かけをしていただき、安全な登下校ができるようご協力をお願いいた

します。 

 

　　後期委員会発表会   （１１月２８日） 

　６時間目に第４０期生徒会活動方針『はじける笑顔』を

達成するために、各委員会が企画していることを全校生徒

 に向けて発表しました。

　例えば生活安全委員会では自転車の乗り方について動画

を作成し安全運転を促す。保健委員会ではメンタルを安定

させて生活できるように「気持ちの切り替え方」について

取り組む。生徒会本部は来年度創立４０年になるので全校生徒で祝いたいなどなど。今後、

 すべての委員会がスローガン達成のために様々な企画に取り組みます。

ＨＰでもご覧いただけます



ＨＰでもご覧いただけます

　　　2年生はおきりこみを作りました！ 

 

　玉村町保健センターの職員と食生活改善推進員さんの

ご協力をいただき、２年生が「おきりこみ」作りに挑戦

 しました。

　だし汁作りや小麦粉から生地を作る過程、野菜の切り

方等、生徒たちへの丁寧なアドバイスのおかげで、美味

 しいおきりこみができました。

 

 

    　

　 　 　

　 　 　

　 　 　

 　

 

 

 

　　　    １年生は鮭のムニエルを作りました！ 

 

　秋鮭がおいしい季節を迎え、１年生は家庭科の調理実習

で「鮭のムニエル」づくりに取り組みました。下ごしらえ

の手順をグループで確認し合いながら、意欲的に作業を進

めていました。フライパンで鮭を焼き始めるとバターの香

りがふわっと広がり、こんがりと焼き上がったムニエルは

 とても美味しそうでした。

　冬休みには、ぜひご家庭でも挑戦し、家族でおいしさを分かち合う時間を楽しんでいた

 だければと思います。

 

 

    
     

 

 

 

 

 

　　　　     ３年生は保育実習に取り組みました！ 

 

　３年生が手作りの輪投げや金魚釣り、モグラたたき？などを準

備し、隣の直心保育園との交流を行いました。  園児たちは時に

思いがけない遊び方をすることもありますが、生徒たちは戸惑う

ことなく、相手に合わせて柔軟に対応していました。その姿はさ

すが中学３年生です。園児たちの喜ぶ姿を通して、生徒自身も「誰

かを楽しませる喜び」を実感できたのではないでしょうか。


